
🐕 以下の３項目すべてに該当する飼い主様へのご案内 🐕

□犬をペットショップやブリーダー等から最近、購入した

□マイクロチップ情報の変更手続き（新しい飼い主への変更）を環境大臣

指定登録機関（国システム）でまだ行っていない

□「登録証明書」（マイクロチップの番号、パスワード等が記載された

証明書、裏面に見本を記載）を持っている

２０２３年６月１日から、狂犬病予防法の
特例制度（マイクロチップによるみなし登録制度）が

藤沢市で適用されます

６月１日以降、犬のマイクロチップ情報を、環境大臣指定登録機関（国システム）

に登録すると、藤沢市に自動通知されるため、窓口での犬の登録の手続きは不要にな

ります。

※毎年１回、義務付けられている狂犬病予防注射の実施及び注射済票の交付手続きは

別途必要です。（保健所窓口または動物病院代行手続き)

★注意事項★

□６月１日以降速やかに、登録をお願いします。

（ペットショップ等から購入後３０日以内）

□藤沢市で犬の登録があることの確認のため、注射済票

交付手続きは、藤沢市保健所から送付される「愛犬の

しおり」を受け取ってから、手続きをお願いします。
国システムQRコード

https://reg.mc.env.go.jp

国システムにマイクロチップ情報（飼い主情報）登録

国システムから藤沢市に登録情報が自動通知

藤沢市保健所で犬の登録台帳を作成

飼い主様あてに登録案内・愛犬のしおりを送付

愛犬のしおりを持参し、狂犬病予防接種を受ける

【 犬の登録後の狂犬病予防注射手続きの流れ（動物病院で代行手続きの場合） 】

お問い合わせ：藤沢市保健所 生活衛生課 電話 0466-50-3594

登録前に狂犬病予防注射を受ける
とき、又は代行手続きを希望しな
い場合は、注射済証の交付を受け、
保健所窓口で手続きになります。
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（見本）愛犬のしおり

登録手続きの方法は裏面
を ご 覧 く だ さ い

動物病院が保健所窓口で手続き、注射済票交付

後日、注射済票お渡し

（見本）注射済票

金属製です

犬に装着します



（見本）登録証明書

コールセンター：03-6384-5320
受付時間：8時00分～20時00分

（土日祝日可）

引用：環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」

（ 裏面 ）


